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学校における緊急事態発生時救急・緊急連絡体制

発 見 者

・加害行為の制止，周囲の生徒への対応

・安全確認 ・負傷した生徒の状況確認，応急手当

・避難誘導 ・初期消火等の実施

・応急手当 ・近くの教職員への協力要請，指示

・救出

・事実確認 応援要請

・報告等 近くの教職員等

職員室の教職員 校長（教頭） 養護教諭

・本部長（校長） ⇒ 全体の総括・調整，情報収集・発信，対応方針決定

（避難所開設の場合 ⇒ 市災害対策本部への連絡，学校施設開放）

・生徒対応班 ⇒ 安全確認（通学路の安全確認含む），的確な指示，不安の払拭

・避難誘導班 ⇒ 負傷者の有無を確認，安全な避難誘導等

・救護班 ⇒ 負傷者の応急手当等

・保護者対応班 ⇒ 生徒の保護者への安全確実な引き渡し

通報 通報

連絡 0994-５２－１１９９ 状況報告

学校医 中央消署署（救急車）

搬送 付き添い

保護者・連絡網 急行 鹿屋警察署

医 療 機 関 ０９９４－４４-０１１０

市教委

状況報告等 ◆ 場合によっては，

民生委員・振興会長・ＰＴＡ会長，ＰＴＡ役員

教育事務所 等への連絡も必要となる。

状況報告・指示 鹿屋中央消防署 〒893-0015 鹿屋市新川町800

TEL:0994-52-1199(代表)

県教委

緊急事態発生

支

援

校
内
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策
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部



１ 危機管理の目的

(1) 生徒の生命や身体を守り，安全を確保すること

(2) 生徒や保護者との信頼関係を保つこと

(3) 生徒の心理的動揺を防ぎ，学校を安定した状態にすること

２ 危機管理のプロセス

(1) 危機の予知・回避

(2) 未然防止に向けた取組

(3) 緊急事態発生時の対応

(4) 対応の評価と再発防止に向けた取組

(1) 緊急事態の予知・回避

ア 過去の事例研究・分析

過去に発生した事例から，その緊急事態発生の原因や経過等を分析・精査することによ

り，発生の前兆等を明らかにし，その緊急事態の予知・回避に努める。

イ 情報の収集

生徒・保護者・地域住民等からの情報収集等により，緊急事態を予知・回避し，問題の

早期発見に努める。

(2) 未然防止に向けた取組

ア 防災・管理体制の確立（ ひと・もの・組織・情報）

想定される災害に対処する計画策定及び施設・設備に関する定期点検等により，防災・

管理体制を確立する。

イ 避難訓練等の実施

日ごろから，生徒に対して，緊急時の安全な行動の取り方について理解させておくとと

もに，様々な場面を想定した避難訓練を実施する。

ウ 教職員の研修

災害発生時等において，生徒に的確な指示や迅速な避難誘導ができるよう研修・訓練を

実施する。

エ 生徒・保護者への啓発
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一人一人の生徒への継続的な啓発と併せ，保護者に対する周知と啓発を行う。

オ 地域とのパートナーシップ

生徒の安全確保や学校の防犯・防災体制確立のためには，地域の住民や関係機関等との

パートナーシップが重要であり，日ごろからＰＴＡや自治会等と十分に連携し，地域の協

力を得ながら災害等の未然防止に努める。

(3) 緊急事態発生時の対応

ア 安全確保

緊急事態が発生した場合，人命尊重を第一に考え，生徒及び教職員の生命や身体の安全

を守るとともに，被害を回避又は最小限にとどめるために情報収集を行い，正確な状況の

把握に努め，必要な応急措置体制をとり，適切に対応する。

イ 連絡体制

警察・消防・病院などの関係機関や保護者などの関係者への連絡を的確に行う。

ウ 対外窓口

報道機関など外部との対応にあっては，校長又は教頭が行うなど，窓口を一本化し，情

報の混乱が生じないよう留意する。

(4) 対応の評価と再発防止に向けた取組

ア 対応の分析・評価

緊急事態が発生した場合の対応を分析・評価し，起こった緊急事態を教訓として，再発

防止に向けた取組みの実践に資する。

イ 改善

対応状況の分析・評価を行い改善を図るとともに，未然防止の取組みについても，定期

的に評価し改善していく。

３ 管理職（校長）の心構え

(1) 学校における最高責任者として，緊急事態発生時にリーダーシップが遺憾なく発揮できる

よう，危機管理に対する教職員全員の認識を深め，情報収集，安全点検，緊急対応の確認な

どの徹底を図り，学校の危機管理体制の確立に万全を期すこと。

(2) 緊急事態発生の際には，生徒の安全確保を第一に考えるとともに，正確な情報の収集，現

況の把握を行い，迅速な避難の指示や関係機関等への連絡・報告など適切な対応を行うこと。
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４ 緊急事態の発生に備えた体制づくり

(1) 緊急事態の発生に備えた体制構築のため，危機管理マニュアルを整備する。

(2) 緊急時における教職員の役割分担や，管理職及び担当教職員の不在を想定し，代替措置を

定めておく。

(3) 緊急時は，正確な状況把握が必要であり，情報の集約先を一元化し，併せて情報の共有化

が図られるよう体制を定めておく。

(4) 日ごろから，生徒へ発達段階に応じた内容の防災教育等を行うとともに，緊急時に生徒及

び教職員が安全かつ迅速に避難できるよう，計画的，実践的に訓練を実施する。

(5) 夜間や休日等の勤務時間以外に緊急事態が発生した場合に備え，事前に出勤体制を定め，

教職員に周知しておく。

(6) 自然災害等が発生した場合，体育館施設等が地域の避難所に指定してある学校にあっては，

夜間や休日等においても迅速に体育館施設等の開放（解錠）ができるよう地域と連携を図り，

体制を整えておく。

(7) 夜間や休日等に自然災害等が発生した場合おいても，生徒の安否確認がとれる体制を整え

ておく。

◆ 緊急事態発生時の体制（例）

① 校内体制の確立〔指示系統〕

（例）校長 教頭 教務主任

生徒指導主任

学年主任

② 校内における対策本部の体制〔役割分担〕

（例）本部長 副本部長 教師との対応 （責任者：教務主任）

(校長) (教頭) 生徒への対応 （責任者：学年主任）

問題行動への対応 （責任者：生徒指導主任）

保護者との対応 （責任者：教頭）

教育委員会との連絡（責任者：校長）
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◆ 校外活動時の危機管理体制の整備

① 引率教職員と学校との連絡方法の明確化

・ 引率教職員への連絡方法（携帯電話，メール等）及び活動場所や時間を職員室内

の黒板等に記載するなどの方法で，連絡が確実にとれる体制を整える。

・ 引率教職員は，何事がなくても学校へ定時連絡を行い，活動状況を報告する。

② 校外活動開始の際の生徒への指導

・ 複数人で行動することを原則とし，緊急時の連絡先，集合場所を周知しておく。

・ 危機的状況に遭遇した場合，大声で助けを求めるなど，具体的な指示を行う。

・ 宿泊を伴う活動の場合，宿泊施設における避難経路の確認，避難後の集合場所，

人員確認の方法等を明確にしておく。

５ 危機管理マニュアルの作成上の留意点

(1) 最悪の状況を想定すること

ア 過去に発生した事例を教訓として，緊急事態発生時の指示や連絡方法，被害状況の把握

及び救命措置，警察・消防等や地域との連携等，各学校の実態に合わせた想定を行う。

イ マニュアルを作成すべき緊急事態とは，次に掲げる事態等をいう。

(ｱ) 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１項に規定する災害

【災害対策基本法第２条第１項】

「災害」 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、

地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の

程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。

(ｲ) 上記以外で，生徒等の生命，身体に重大な被害が生じる事態

(ｳ) その他，学校の運営に重大な支障が生じる事態

(2) 必要な対応，手順を明示すること

ア 手順や役割分担を明示して，対応に習熟する必要がある。特に，混乱した状況の中では，

生徒がとるべき行動を明確に指示することが重要となるため，管理職等への情報連絡経路

及び伝達方法を明確にし，管理職不在時の対応も予め定め，教職員に周知しておく。

イ 状況によって，対応順序が変化したり，教職員の臨機応変な対応が求められたりするの
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で，マニュアルが絶対的なものでないということを理解しておく。

(3) 関係機関等の連絡先や必要物品の所在を明示すること

ア 一刻をあらそう災害等を想定し，警察・消防・医療機関等の緊急連絡先一覧を各所に備

えたり掲示するなど，関係機関へ速やかに連絡がとれるよう準備をしておく。生徒や保護

者等への連絡(非常時の連絡手段として携帯電話は有効であり，プライバシーに十分配慮

のうえ，携帯電話番号を把握しておくことが望ましい。） にあっても同様である。

イ 医薬品，懐中電灯，携帯ラジオ，メガホン及びロープ等必要な防災用具は，一定の場所

に整備し，教職員に周知しておく。

(4) 関係機関等からの助言を得ること

ア 警察・消防・学校医等の専門的な立場からの意見を取り入れながらマニュアル作成を行

うことが，関係機関等との連携を深めることに通じ，より実効性のあるマニュアルづくり

が可能となる。

(5) 関係諸機関等との連携を図ること

ア 作成したマニュアルを関係諸機関に配布し，緊急事態発生時の対応について共通認識を

図り，連携した対応をとることが必要である。

(6) 訓練や研修を実施すること

ア 作成されたマニュアルにより，教職員が共通理解のもとに素早い対応がとれるよう，マ

ニュアルに基づき訓練や研修を実施するとともに，その都度，見直しを行う必要がある。

６ 緊急事態発生時の緊急対応

(1) 緊急事態の発見者及び教職員等の取るべき措置

ア 生徒の安全確保及び校内での連絡

・ 他の教職員への連絡と連携

・ 生徒の避難誘導（避難場所の確保，誘導方法等の明確な指示）

・ 負傷した生徒がある場合の応急措置体制（応急手当，負傷状況の把握，人数，氏名の

確認等）

・ 警察・消防への連絡(負傷の状況，人数，場所の正確な連絡等）

イ 関係者，関係機関等への連絡

・ 災害に遭遇した生徒の保護者への連絡（事故等の概要説明，負傷等の状況，搬送先等）

・ 教育委員会への連絡（事故等の概要説明，今後の対応等の指示を受ける。）
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・ ＰＴＡ役員，地域の役員，学校医等への連絡（事故等の概要説明，今後の対応等への

協力依頼等）

(2) 緊急事態発生後の組織的対応

ア 管理職のリーダーシップ

・ 的確な状況判断に基づき，教職員や生徒等に明確な指示を行う。

・ 教職員からの報告・連絡が円滑に行えるよう，管理職は常に所在を明らかにしておく。

イ 校内における対策本部体制による統一した対応

・ 対策本部での決定事項を速やかにすべての教職員に指示・伝達し，学校全体で統一的

に対応できる体制をつくる。

・ 混乱した状況では，教職員の臨機応変な対応が必要となるが，個人の判断で対応する

ことは極力避ける。やむを得ず個人の判断で対応した場合は，必ず事後報告するなど，

「報告・連絡・相談」の徹底を図る。

ウ 正確な情報収集及び情報の共有化

・ できるだけ多方面から収集した情報を，対策本部においてとりまとめ，教職員とその

情報の共有化を図る。

エ 生徒への対応

・ 状態の把握，健康観察，健康相談，心のケア，保護者への引き渡し等に留意する。

オ 報道機関への対応

・ 取材要請があった場合は，管理職が窓口となり対応を一本化する。

・ 教育委員会や関係機関等と連携を図りながら対応する。

(3) 正確かつ詳細な記録の整理と保存

ア 事故，事件等の概要

・ 発生日時，関係生徒名，事故等の内容，被害状況等

イ 学校からの連絡及び対応状況

・ 生徒及び保護者，教職員，ＰＴＡ等（時系列で作成）

ウ 警察・消防等の関係機関との連携状況

エ 報道機関への対応状況

・ 報道機関名，学校の対応者，説明内容等
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(4) 学校における緊急事態発生時救急・緊急連絡体制

発 見 者

・加害行為の制止，周囲の生徒への対応

・安全確認 ・負傷した生徒の状況確認，応急手当

・避難誘導 ・初期消火等の実施

・応急手当 ・近くの教職員への協力要請，指示

・救出

・事実確認 応援要請

・報告等 近くの教職員等

職員室の教職員 校長（教頭） 養護教諭

・本部長（校長） ⇒ 全体の総括・調整，情報収集・発信，対応方針決定

（避難所開設の場合 ⇒ 市災害対策本部への連絡，学校施設開放）

・生徒対応班 ⇒ 安全確認（通学路の安全確認含む），的確な指示，不安の払拭

・避難誘導班 ⇒ 負傷者の有無を確認，安全な避難誘導等

・救護班 ⇒ 負傷者の応急手当等

・保護者対応班 ⇒ 生徒の保護者への安全確実な引き渡し

通報 通報

連絡 ５２－１１９９ 状況報告

学校医 中央消署署（救急車）

搬送 付き添い

保護者・連絡網 急行 鹿屋警察署

医 療 機 関 ４４-０１１０

市教委

状況報告等 ◆ 場合によっては，

民生委員・振興会長・ＰＴＡ会長，ＰＴＡ役員

教育事務所 等への連絡も必要となる。

状況報告・指示 鹿屋中央消防署 〒893-0015 鹿屋市新川町800

TEL:0994-52-1199(代表)

県教委

緊急事態発生

支

援

校
内
対
策
本
部
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７ 夜間及び休業日等に災害が発生した場合の対応

(1) 連絡の順序と内容

① 学校（校長，教頭等）・・・生徒・職員及びその家族の安否を確認（連絡網等）

校長・・・・・・・・・・ 学校及び周辺の施設設備等の被災状況を把握し，登校可能か

どうか判断する。

教頭・・・・・・・・・・ 他職員と連絡を取り被害状況等の情報把握を実施

※ 災害が発生した場合は，原則として全職員が学校に集まり，生徒・職員及びその家族の

安否を確認し，施設設備等の被災状況を把握するとともに，二次災害防止措置に当たる。

（学校，校長，教頭へ連絡が取れない場合） （職員及び生徒，保護者からの連絡）

② 他の職員への連絡。 （※連絡を受けた職員は，校長，教頭へ連絡を必ず取る。）

③ 鹿屋市教育委員会への連絡 ０９９４－３１－１１３７

④ 警察・消防への連絡。 （鹿屋警察）４４－０１１０ （中央消防署）５２－１１９９

（鹿屋中央交番）４２－２３０２

(2) 学校での対応

※ 校長及び教頭が学校に来ることができない場合は，学校近くに住む職員あるいは，学校

に来ることができる職員が校長及び教頭の代役として次の順序で対応する。

教育委員会

① 諸機関へ連絡をとる。 災害対策本部

警察・消防

・生存者の確認

② 生徒・職員及び，その家族の安否を確認する。 ・不明者の捜索

・可能な範囲での消火活動
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【電話が使える場合】 【電話が使えない場合】

担任・職員 担任・職員

（学級連絡網） （学級連絡網）

生徒及びその家族の安否の確認 生徒及びその家族の安否の確認
・可能な限り各地・避難場所へ行き，安否

を確認する。

（職員連絡網） （職員連絡網）

職員及びその家族の安否の確認 職員及びその家族の安否の確認
・可能な限り各地・避難場所へ行き，安否

を確認する。

校長・教頭への状況連絡 校長・教頭への状況連絡

③ 学校救難本部を設置し，被災状況を把握し，復興をめざす。 ・本部を校長室に置く

※ 絶えず，校長・教頭へ報告・連絡・相談する。

□ 被災生徒・職員の正確な書類を作成する。
□ 学校の施設・設備等の破損状況を把握する。
□ 携帯ラジオ・テレビ・インターネット等を活用して情報を収集する。
□ 学校の保存文書・重要書類・備品等を確認する。
□ 生徒・職員の現住所録を作成する。
□ 職員動静表を作成する。
□ 教育委員会へ生徒・職員及びその家族，学校の状況等について報告，連絡，相談する。
□ 避難所設置へ全面的に協力する。

・ 体育館，教室，運動場を開放する。
・ 保健室を医療活動場所として開放する。
・ 必要な備品を貸し出す。

□ 警察・消防・保健所・民生委員・振興会長・ＰＴＡ会長，ＰＴＡ役員等と綿密に連絡
をとりあう。

□ 可能な範囲内で，校内の危険物の撤去，校舎内外の環境整備，避難住民に対するボラ
ンティア活動を行う。

□ 校区内の被災状況を確認する。
・ 家屋，建物の状況
・ 道路の状況
・ 河川の状況
・ 電柱，電線の状況
・ 水道の状況
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第１章 自然災害

Ⅰ 地震災害の発生

第一鹿屋中学校で，授業中に大きな地震があり，強い揺れとともに教室の窓ガラス

が割れ，そのガラスの破片でけが人が発生した。

１ 事例の分析と課題

(1) 今後の地震状況について情報収集を行い，生徒及び教職員の安全確保を最優先に，

状況に応じた迅速な対応が求められる。

(2) 突然の地震により，生徒が精神的に動揺していることが考えられるので，安全に避

難を行うため，生徒を落ち着かせる対応が必要である。

(3) 生徒の発達段階，地域や学校の実態，災害発生事例等を踏まえて学校防災計画を作

成し，防災対策組織を確立しておくことが大切である。

２ 被害を最小限に防ぐポイント

(1) 防災体制の確立

・ 日ごろから，教職員の危機管理意識を高めるとともに，マニュアル等に基づき防

災体制を確立しておく。

(2) 管理・運営体制の確立

・ 施設，設備等の管理体制及び学校施設の避難所としての運営体制を確立しておく。

・ ラジオ，防災無線等の点検を行う。

・ 校舎の耐震性や避難経路の安全性を踏まえた避難基準，避難方法を定めておく。

・ 転倒や落下の可能性のある物の除去等，平素から避難経路の安全確保に努める。

(3) 実践的な避難訓練の実施

・ 生徒が地震発生時にも落ち着いた行動ができるよう，平素から緊急時の安全な行

動の取り方について理解させておくとともに，様々な場面を想定した防災避難訓練

を実施する。

(4) 教職員の訓練の実施

・ 生徒に対し「机の下にもぐれ」，「本を頭にのせろ」，「姿勢を低くしろ」等，そ

の場に応じた的確な指示が，地震発生と同時にできるように訓練しておく。

【地震発生時の避難指示の対応】
① 震度４以下 → 校内の施設設備の被害状況を確認する。

（校内アナウンス）「生徒の皆さんにお知らせいたします。ただいま大規模な地震
が発生しました。現在先生方が被害の状況を確認中です。そのまましばらく
待機してください。」「先生方は，被害状況を確認してください。」

② 震度５弱以上 → 避難放送，誘導

３ 緊急対応のポイント

地震発生

・ 担当教諭は，窓やロッカー等から離れ，机の下にもぐるように指示する。
安全確保及び ・ 身を隠す所がない場合は，落下物から身を守るよう本等で頭部を保護し，低

火の始末 い姿勢をとるように指示する。
・ 火気を使用中の場合は，直ちに消火し，ガスの元栓を閉め，電気器具のコン

セントも抜く。
・ 出入り口を開放するなど避難口を確保する。

【管理職】
情 報 収 集 ・ 状況を正確に把握し，負傷者の救護や避難の方法を決定する。

・ テレビやラジオ等で地域における被害状況等を把握する。

・ 学校の被害状況を踏まえ，管理職の判断により対策本部を設置する。
【授業担当教諭】
・ 生徒の動揺を抑え負傷の有無や負傷の程度，避難時の安全（教室及び教室近辺の被害

状況，転倒･落下の危険性等 )を確認する。

・ 生徒の不安を増大させないよう，原則としてその場を離れない。
【授業のない教職員】※ 役割分担に応じた行動
・ 分担して各教室等に急行し，授業担当教師から生徒等の状況を聞き取る。
・ 避難経路や避難場所の安全性，校舎の被害状況等を確認して管理職に報告する。

・ 負傷者がある場合，養護教諭等と連携して応急措置にあたる。

【管理職】
避難指示及び ・ 揺れが収まり，避難経路及び避難場所の安全性が確認できた後，教職員や生徒に校内

誘導 放送等で避難の指示を行う。
【授業担当教諭】
・ 指示に従い，生徒の避難を開始する。
・ 「押さない，走らない，しゃべらない」等，落ち着いて行動するように指導

する。
【授業のない教職員】
・ 避難経路，避難場所において誘導と安全確保に努める。
・ 校内放送が使用できない場合は，ハンドマイクを用いて校庭側から伝える等

の確実な伝達方法により，各教室に避難指示を伝える。指示伝達の確認も必ず

行う。
・ 逃げ遅れた者等がいないか確認する。

・ 教職員は，名簿により人員確認及び負傷者の状況確認を速やかに行い，管理職に報告
避難場所での する。

対応 ・ 管理職は，生徒や教職員の負傷の程度に応じて，速やかに救急車を要請するとともに，
養護教諭等による救護班を組織し対応を指示する。

・ 生徒や教職員が負傷した場合は，保護者や家庭に連絡する。

・ 管理職は，学校の状況を教育委員会に報告し，必要があれば支援要請を行う。
事後の対応と ・ 施設設備の点検を行い，安全を確認し，必要に応じて立ち入り禁止等の措置を行う。

措置 ・ 校区の被災状況等を関係機関や地域の情報から正確に把握する。
・ 通学路の安全確認や交通機関の運行状況を確認する。

・ 震度５弱以上で，地域内に深刻な被害が想定される場合は，学校に一時的に
待機させ，状況が落ち着いてから，引き渡し等による下校指導の対策をとる。

-
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Ⅱ 風水害の発生

第一鹿屋中学校が所在する地域では，午後から台風の影響で風雨が強まり予期せぬ

集中豪雨となった。校区を通る県道の一部が冠水し，通行止となったとの連絡が市役

所からあった。

１ 事例の分析と課題

(1) 今後の気象状況について情報収集を行い，生徒及び教職員の安全確保を最優先に，

状況に応じた迅速な対応が求められる。

(2) 冠水や土砂崩等の被災箇所を確認し，生徒の通学経路の安全状況を把握することが

求められる。

(3) スクールバスや公共交通機関の運行状況の把握が必要となる。

(4) 生徒が登校前であれば，休校や始業開始を遅らす等の措置も必要である。

２ 被害を最小限に防ぐポイント

(1) 情報収集手段の整備，点検

・ ラジオ，テレビ，電話，ファクシミリ及び防災無線等の整備，点検・学校連絡網，

関係諸機関及び保護者等の連絡先一覧の作成，点検・情報収集のためＰＴＡ役員や

区長等との情報連絡体制を整えておく。

(2) 校区内における危険箇所の把握及び周知

・ 関係機関への照会等により，校区内の危険箇所（ 土石流危険渓流等）を把握し，

生徒，保護者及び教職員に周知しておく。

(3) 生徒の通学路の確認

・ 家庭訪問，生徒カード等を活用して，生徒の通学路を確認しておく。

(4) 生徒の引き渡し訓練

・ 災害発生時の生徒の引き渡し方法について，年度始め等に保護者に説明を行う。

・ 授業参観後など，保護者が学校に集まった機会に，生徒の引き渡し訓練を実施す

る。

(5) 下校措置を判断する際の留意点

・ 管理職は，気象情報や土砂崩れ等の有無について，関係機関に確認を行い，併せ

て地域住民等からも情報等を入手して通学路の安全状況を把握する。

・ 必要に応じ隣接校や教育委員会と情報交換を行い，生徒を下校させるか待機させ

るかを総合的に判断する。

・ 校区外生徒においては，公共交通機関を利用し遠距離から通学する生徒もいるた

め，迅速な判断が必要になる。

３ 緊急対応のポイント

集中豪雨発生

（台風等）

・ テレビやラジオ及びインターネット等で気象情報を収集す

情報収集 る。

・ 教育委員会や町の防災担当課等から災害発生箇所及びその可

能性のある箇所について情報を収集する。

・ 土砂崩れ等の被害情報があれば，被害状況のわかる保護者，

ＰＴＡ役員，区長等(地域住民)から情報を収集する。

・ 必要に応じ近隣校と情報交換を行う。

・ 必要に応じ公共交通機関の運行状況を確認する。

【下校させる場合】

・ 連絡網等により保護者に連絡する。

・ 通学路の変更，教職員の引率，集団下校，保護者の出迎え等，

安全な方法で下校させる。

・ 家族が不在の家庭において，家屋の立地状況等に危険が予想

下校・待機の される生徒については，保護者に連絡をとり，学校に待機させ

判断 る等の適切な措置を講じる。

【学校で待機させる場合】

・ 安全な待機場所を指定する。

・ 生徒を各地区ごとに集め（兄弟姉妹がいる），安心させるよ

うに対応する。

・ 生徒に，災害の状況や保護者からの連絡を伝える。

・ 下校が可能になった生徒から保護者に引き渡す。

事後の対応と ・ 管理職は，学校の状況を教育委員会に報告し，必要があれば

措置 支援要請を行う

-
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Ⅲ 火災の発生

第一鹿屋中学校で，授業中に特別教室から火災が発生した。

１ 事例の分析と課題

(1) 生徒及び教職員の安全確保を最優先とする。

(2) 速やかに消防署に通報するとともに，状況に応じて初期消火にあたり，負傷者の応

急処置や避難誘導等の迅速な対応が求められる。

２ 未然防止のポイント

(1) 防火体制の確立

・ 日ごろから，火元責任者を中心に，教室や特別教室の火気点検を行い，

消火器の所在やその使い方を熟知しておく。

・ 避難経路の指示，約束事の掲示，出入り口の安全確保を行う。

・ 通報連絡，初期消火，避難誘導，重要書類等の搬出，救護などの役割

分担に応じて，全教職員が対応できるよう防火体制を確立する。

・ 学校付近からの出火に際しても，生徒を安全に避難させ，速やかに防

火体制をとる。

(2) 実践的な避難訓練の実施

・ 多様な時間帯，多様な出火場所を想定した避難訓練を実施する。

・ 負傷者等の避難を円滑に行うための方法を明確にして訓練を行う。

(3) 判断の方法

・ 緊急時に，管理職の判断が得られない場合の対応についても検討して

おく。

３ 緊急対応のポイント

火災発生

・ 火災発生場所を確認する。
状況把握及び ・ 消防署に通報（必要に応じて警察も）する。

安全確保 ・ 最も安全な，避難経路及び避難場所を決定する。

・ 可能であれば初期消火活動を行う。
・ 生徒の動揺を抑え，教室の窓閉めを指示する。

・ ガスの元栓を閉め，コンセントを抜く。
・ 生徒を名簿で確認し，避難準備を行う。

・ 閉門中であれば，校門を開ける（緊急車。両進入のため）

・ 状況を踏まえ，管理職の判断で対策本部を設置する。

・ 避難経路及び避難場所を校内放送等で指示する。
避難指示及び ・ 生徒を落ち着かせ，指示に基づき整然と避難させる。

誘導 ・ 避難経路，避難場所における誘導と安全確保を行う。

・ 身を低くし，ハンカチを口に当てる。
・ 配慮を要する生徒の避難のサポートをする。

・ 逃げ遅れた者等がいないか確認する。
・ 重要書類等を搬出する。

・ 名簿により人員確認及び負傷者の状況を確認する。

避難場所での ・ 生徒や教職員の負傷の程度に応じて，速やかに救急車を要請
対応 するとともに，養護教諭等により応急処置を行う。

・ 生徒や教職員が負傷した場合は，保護者や家庭に連絡する。
・ 避難後の対応（下校指示等）を行う。

・ 管理職は，学校の状況を教育委員会に報告し，必要があれば

事後の対応と 支援要請を行う。
措置 ・ 事情聴取は管理職が対応し，他の教職員は管理職の要請があ

るまで待機する。
・ 今後の対応等について保護者に連絡する。

・ 生徒(生徒)を下校させる場合は，状況に応じて保護者と連絡

が取れるまで学校に待機させる。

-
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第２章 事故被害

Ⅰ 不審者の侵入

第一鹿屋 中学校での休み時間に突然，２年生の教室で大声がし，泣きながら 生徒

たちが教室 を飛び出してきた。何事かと思い担任が教室にかけつけると，見知らぬ

男がバットを持ち，大声をあげていた。

１ 事例の分析と課題

(1) 生徒の安全確保を最優先とするとともに，教職員の受傷防止に配慮する。

(2) 速やかに警察，消防署に通報するとともに，状況に応じて負傷者への応急処置な

ど適切な処置が求められる。

２ 未然防止のポイント

(1) 防災体制の確立

・ 日ごろから教職員 の危機管理意識を高めるとともに，学校の状況に応じたマニ

ュアルに基づき，不審者侵入事故 を想定した対応訓練を実施しておく。併せて，

不審者を隔離するための具体的な 対応の仕方や警察，消防署への通報を取り入れ

た訓練を定期的に実施する。

・ 生徒についても，多様な状況を想定した避難訓練を実施する。

・ 生徒に対する安全教育を計画的に実施し，被害に遭わないための行動の在り方，

被害が発生した場合またその恐れがある場合の行動の仕方について指導する。

(2) 不審者の侵入防止体制の整備

・ 出入り口を限定し，登下校時以外は施錠するなど，適切に管理する。

・ 校内への受付を設置し，来校者をチェックする。（ 玄関付近に案内板を設置し，

受付まで順路を明示しておく。）

・ 校地，校舎内外を定期的に巡視し，外部からの不審者がいないか確認する。

(3) 警察等の関係機関や家庭・地域社会との連携

・ 警察等の関係機関 ，保護者や地域社会等から不審者の情報が得られるように日

ごろから連携の強化を図る。

・ 学校周辺のパトロール強化など，警察等の関係機関の協力を依頼する。

【参考】

◆ 「学校への不審者侵入時の危機管理マニュアル」 (平成14年12月文部科学省 )

３ 緊急対応のポイント

不審者の侵入

・ 教職員は，生徒と不審者の間に入り生徒を防御する。
生 徒 の 安 全 ・ 手近にある物（ モップ，椅子，机 ，消化器等）を活用 し，
確 保 と 不 審 不審者の移動を阻止する。
者への対応 ・ 大声で生徒に避難を指示する。

「職員室へ逃げろ「外へ」，逃げろ」等

・ 大声で他の職員を呼ぶ（応援及び通報の依頼）。可能であれ
ば，職員室へ連絡するよう生徒に指示する。

不 審 者 へ の ・ 複数の教職員と協力し，落ち着いて対応する。
対応 ・ 不審者との間合いに注意を払う。

関 係 機 関 へ ・ 警察に通報するとともに，必要に応じ救急車を要請する。
の緊急連絡 ・ 警察の到着まで，複数の教職員で不審者の移動を阻止する。

周 囲 の 生 徒 ・ 校内放送で緊急事態の発生を知らせる。
への対応 ・ 教職員は生徒を 安全な場所へ避難 誘導し，出席簿等で 生徒

の掌握を行い，管理職に報告する。

・ 養護教諭等は， 負傷者の応急処置 を行うとともに，救 急車
負 傷 し た 生 に同乗し，医療機関へ付添う。（付添と連絡の２人）
徒への対応 ・ 担任は，負傷し た生徒の保護者に 連絡をとり，負傷状 況や

搬送先の病院名等を伝える。

・ ＰＴＡ役員会， 保護者説明会等を 設け，保護者に対し ，説

事 後 の 対 応 明と連絡を行う。

と措置 ・ 情報の混乱を避 けるため，関係機 関や報道機関等への 対応

は，管理職が行い窓口を一本化する。

・ カウンセラー等による生徒等への心のケアに配慮する。
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Ⅱ 登下校中における不審者による事案

下校中の生徒が，「お父さんが事故に遭った。一緒に行こう」といって見知らぬ者
から腕をつかまれ，車に無理矢理乗せられそうになったが，「いかのおすし」を思い
出し，大声を上げたところ，不審者は走り去った。

１ 事例の分析と課題

(1) 下校中の事案であり，学校側の迅速な対応が求められる。

(2) 事案に遭った生徒はもちろん，事案を知ったその他の生徒も動揺は大きい。心を落
ち着かせるための対応（ 心のケア） が求められる。

２ 未然防止のポイント

(1) 不審者との遭遇を想定した生徒への指導
・ 学校は，生徒の心身の発達段階や地域の実情に応じた事前指導を実施する。
・ 学級活動や学校行事及び関連教科等を中心に，学校の教育活動全体を通じて計画

的・組織的な不審者への対策の充実を図る。

※ 生徒に対し，日ごろから以下のような指導を徹底しておくこと。

○ 登下校等はできるだけ複数で，人通りの多い所を通行すること。
○ 誘拐やわいせつ行為などの手口には様々なものがあること。（例えば「手 伝っ

てほしい」と言って近づく等）
○ 不審者に遭遇したら，「いかのおすし」を思い出し，自分が危険であるこ とを

大声を出し（防犯ブザーの使用）絶対に付いていかないこと。
○ できるだけ早く近くの大人に伝えること。
○ 「子ども１１０番の家」が近くにある場合は，すぐに逃げ込むこと。あるいは，

商店など，大人が常駐している場所へ逃げ込むこと。
○ 近くに誰もいなかったら，不審者から遠ざかる方向に逃げること。
○ 安全な場所まで逃げたら，保護者，警察署，学校へ連絡・通報すること。近く

に大人がいれば事情を話し，協力を求めること。
○ 余裕があれば，不審者の特徴や，不審者が自動車等に乗っていればそのナンバ

ー等を記憶，記録しておくこと。

(2) 通学路の点検・校区内における危険箇所の確認と指導
・ 学校は，生徒の目線でＰＴＡや地域等と協力して定期的に通学路の点検を実施

し，危険な箇所の把握に努める。
・ 危険箇所を把握（見通しの悪い道路，公園，きちんと清掃されていない道路等）

したら，速やかに関係機関へ改善の要望を行う。
・ 教職員や生徒及び保護者や地域に危険箇所マップ等通じて周知するとともに，

生徒への安全指導の徹底，保護者 への協力依頼，警察等の関係機関への協力依頼
等，組織的，計画的，継続的に安全対策に努める。

(3) 教職員の緊急体制の確立

・ 事故が発生した場合に備え，教職員の役割分担を定め，緊急時の対応について
全員が理解しておく。

・ 学校連絡網，関係諸機関，保護者等への連絡先が，教職員の誰にでもわかるよ
うに一覧表を作成しておく。

３ 緊急対応のポイント

事案発生

・ 事案発生の連絡 を受けた管理職は ，複数の教職員に直 ちに
情報収集 現場に急行させ，状況を把握するよう指示する。

・ 知り得た不審者 情報の第一報を教 育委員会や警察に報 告す
る。

・ 学校においては，事故対応用に電話を１回線確保する。

【救急車が到着していない場合】
・ 現場に 到着した教職 員は，手分けを して応急処置 や

現場にいる他の生徒の安全確保を行う。
傷害発生の場合 ・ 負傷者 が多数で混乱 している場合は ，付近の住民 に

応援を要請する。
応 急 処
置

【救急車が到着していた場合】
・ 教職員は，救急車に同乗する。
・ 救急車 が既に出た後 であれば，消防 署に連絡を取 り

搬送先の医療機関を確認する。

・ 現場に残った教 職員は，警察によ る現場検証に立ち会 い，
状 況 把 握 及 事案の状況把握に努める。
び 学 校 へ の ・ 被害に遭った生 徒の氏名，発生の 状況，搬送先の医療 機関
連絡 を確認し，付添者及び連絡者を決めて学校に報告する。

・ 学校で待機して いる教職員は，現 場の報告に基づいて ，保
保 護 者 へ の 連 護者に 事案の発生，傷害 の状況，搬送さ れた医療機関名を 正
絡 確に伝える。

・ 管理職は，事案 の概要について， 教育委員会に第二報 を入
事 後 の 措 置 れると ともに，詳細が分 かり次第，事案 後の精神的な状況 も
と対応 含めて報告する。

・ 管理職と担任は ，速やかに被害に あった生徒を見舞い ，保
護者に事案の状況を説明する。

・ 事案の状況を知 り得た生徒には， 動揺を緩和するため のカ
ウンセリング等，心のケアを行う。

・ 状況にもよるが 必要な場合は，全 校集会を開き，事案 の概
要を説 明し，不審者と 遭遇した場合の対 応方法及び遭遇し な
いための手だてを徹底する。

・ スクールガード 及び地域や関係機 関との連携を密に取 り，
登下校を中心とした安全確保の手だてを講じる。

・ 関係職員を危険箇所に配置し登下校時の安全確保に努める。
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Ⅲ 授業中の事故（ 理科の実験中）

理科の授 業で，水素を発生させ，マッチで引火し軽度の爆発を通して水素の 存在
を確認する 演示実験をＡ教諭が行った後，生徒をグループ別に分け同様の実験を行
わせたとこ ろ，Ｂ班のＣ生徒がフラスコを強く振り，水素発生源のゴム管近くでマ
ッチを点火 した瞬間，フラスコが破裂し，飛散したガラス片により，班の数人が大
けがをしてしまった。

１ 事例の分析と課題

(1) 被害に遭った生徒の救急措置を最優先に行うことが大切である。
(2) この事例では，突然の事故により生徒が精神的に動揺していることが考えられる。

第二の事故を起こさ ないように，実験中止を指示し生徒を落ち着かせるための対
応が求められる。

(3) 事故防止策・事故発生時の対応について，事前に準備しておく。

２ 未然防止のポイント
(1) 指導計画の作成

・ 生徒がゆとりをも って観察や実験に取り組めるように，無理のない計画を立て
る。
・ 観察や実験での生 徒の実態を十分把握し，安全に関わる指導内容を指導計画に

位置づける。

(2) 実験前の安全確認
・ 教諭は，経験を積 んだ実験でも必ず予備実験を行い，安全性を確認しておく。
・ 準備の際に，観察や実験に使用する器具類の点検を行う。
・ 実施する実験での 器具や薬品の安全な取扱いの指導とともに，万一事故が発生

したときの処置の仕方について生徒に指導しておく。

(3) 生徒に対する実験中の安全指導
・ グループ実験では ，生徒の役割分担を決め，責任を持って行うよう指導する。
・ 実験台の上を整理させる。不要な用具は片づけさせる。
・ 実験の注意事項を 守らせ，ふざけたりさせない。順序立てて実施し，あわてて

急いだりさせない。
・ 実験中は各班に対 し適切な指導を行い，操作方法や実験の手順に誤りはないか

確認する。
・ 必要に応じて，保護眼鏡を着用させる。

(4) 実験後の安全
・ 責任を持って後片づけをさせる。
・ 廃液や廃棄物の処 理は，環境に配慮した適切な指導を行う。処理が難しい廃液

は廃液入れに回収する。金属，ガ ラス，紙や木，プラスチック類などに分けて回
収する。

・ 実験器具を点検させ，元の場所に返却させる。

３ 緊急対応のポイント

事故発生

安全確保 ・ 授業担当教諭は ，生徒を落ち着か せ，すべての実験を 安全
に配慮しながら中止するように指示する。

・ 授業担当教諭は ，生徒の負傷の有 無，程度及び教室や 器具
状況把握 の被害の程度を確認する。

・ 授業担当教諭は ，ガス漏れや火災 等の二次災害が起こ りそ
うな場合は，避難を指示する。

・ 授業担当教諭は ，安全を確認した 後，警察等の現場検 証に
備えて，教室の施錠をするなど，現場の保存を行うとともに，
現場の写真や対応等の記録を残す。

連 絡 ・ 授業担当教諭は ，職員室や近くの 教室で授業をしてい る教
職員等 に連絡し，応援 を要請し，その後 ，管理職に連絡を 行
う。

応急処置 ・ 授業担当教諭は，負傷した生徒の応急処置を行うとともに，
負傷の程度により救急車の要請を他の教職員に依頼する。

・ 連絡を受けた養 護教諭等は，負傷 した生徒の応急処置 を引
き継ぐ。

保 護 者 へ の ・ 担任は，負傷し た生徒の保護者に 連絡をとり，負傷の 状況
対応 や搬送先の病院名等を伝える。

・ 担任等は負傷し た生徒を見舞い， 負傷した生徒の保護 者に
正確な報告を行う。

事 後 の 対 応 ・ 管理職は，教育委員会に状況報告を行う。
と措置 ・ 他の教職員は， 他の生徒が平静に 授業を受けられるよ うに

事後指導を行う。
・ 負傷した生徒及 び周囲の生徒でシ ョックを受けている 者に

対して ，カウンセラー 等の専門家と連携 を図り心のケアを 行
う。

・ 情報の混乱を避けるため，関係機関や報道機関への対応は，
管理職が行い，窓口を一本化する。
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Ⅳ 授業中の事故（水泳）

３年生の 水泳の授業中，25ｍクロールのタイム計測中にＡ生徒がコース途中 で突

然動かなくなり沈みだした。

異変に気 づいた担当教諭が，Ａ生徒をプールサイドに引き上げたところ，心 臓が

停止した状態にあった。

１ 事例の分析と課題

(1) 傷病者の意識の有無，顔色，呼吸等を速やかに観察・把握し，心肺蘇生法を実施

するとともに，救急車の要請と他の教職員への連絡を迅速に行う。

(2) 他の生徒の精神的な動揺や不安を除き，落ち着かせる。

２ 未然防止のポイント

(1) 水泳指導における安全管理

・ 生徒の既往症等の 有無をあらかじめ把握し，日常の健康観察を十分に行い，健

康状態に留意して指導を行う。

・ 安全面に十分配慮 しながら，生徒の実態に則した指導計画を立て，個々の能力

等に応じた学習指導に努める。

・ プール施設の使用 にあたって，実態に則した安全管理体制を組織し，排水口は

ネジやボルト等で固定する。また ，浄水装置等の付属設備についても，定期検査

はもとより始業時及び臨時の点検を日ごろから行い，安全管理に万全を期す。

・ 生徒が安全に注意して活動する能力，態度及び習慣を身に付けさせる。

・ 監視の責任者は， あくまでも教諭などの指導者であるが，見学をする生徒に補

助的な監視者としての役目を与え たり，可能な範囲において複数の教員による監

視を行うなど，安全確保のための監視体制の強化に努める。

(2) 当日の事故防止の徹底

・ 健康観察を十分行い，常に人員確認を実施する。

・ 水温，気温などの気象条件や時間帯を十分考慮する。

(3) 緊急時における学校体制の確立

・ 突発的な怪我や事故が起こった場合の措置について確認をしておく。

・ ＡＥＤの活用方法及び心肺蘇生法については，校内研修等を実施し習熟を図る。

・ 緊急な場合に連絡する医療機関の所在及び電話番号，全校生徒の保護者の緊急

連絡先を職員の誰もがすぐわかるようにしておく。

【参考】

◆ 「学校における水泳事故防止必携（改訂版）」

（平成１１年５月 日本体育・学校健康センター）

◆ 「水泳指導の手引き（改訂版）」（平成５年５月文部省）

３ 緊急対応のポイント

事故発生

・ 傷病者をすばやくプールサイドに引き上げ，安静にする。

・ 意識はあ るか→ 反応なし（119番通報，AED の準備），気道

傷 病 者 の 容 を確保し，呼吸をみる。全身の状態を確認する。

態の把握 ・ 心肺蘇生法（胸骨圧迫30回＋人工呼吸２回）を実施する。

・ ＡＥＤ装着→ 心電図解析。その後 直ちに，心肺蘇生法 を継

続

・ 自発呼吸や血液 循環の回復がみら れない場合は，救急 車や

医師が現場に到着するまで心肺蘇生法を続ける。

・ 救急車には，教 職員が同乗し，病 院で医師からの傷病 の状

況，診断，治療等を聞き校長に報告をする。

・ 担任（生徒に付 き添っていたり， 不在の場合は，学年 主任

など他 の教職員）から 保護者に連絡を行 い，事故への対応 の

経過や本人の状態や搬送先等を伝える。

・ 保護者が到着し ても，校長の指示 があるまでは生徒に 付き

添う。

生徒への対応 ・ 他の生徒の不安 を取り除き，経過 について説明し，混 乱を

招くことがないように配慮する。

・ 水泳の授業を中止し，教室での待機のため誘導する。

事 後 の 対 応 ・ 管理職は，教育委員会に状況報告を行う。

と措置 ・ 速やかに学校医にも連絡する。

・ 管理職と担任は ，速やかに病院に 見舞いに駆けつけ， 保護

者に状況を詳しく説明する。

・ 管理職は，情報 を整理して事故発 生時の状況，発生直 後の

対応等 事故の経緯につ いて記録し，教育 委員会及び独立行 政

法人日 本スポーツ振興 センターへの報告 書を作成するとと も

に今後の再発防止に取り組む。

・ 情報の混乱を避 けるため，関係機 関や報道機関等への 対応

は，管理職が行い窓口を一本化する。
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Ⅴ 運動部活動中の事故

中学生男 子バスケットボールの部活動中，準備運動後にダッシュを繰り返し てい

た生徒Ａが，突然うずくまるようにして倒れ込んだ。

生徒Ａは，顔面蒼白で，意識がもうろうとした状態にあった。

１ 事例の分析と課題

(1) 意識の有無，顔色，呼吸等などをすばやく観察し，傷病者の状態を迅速に把握して

応急手当を実施する。

(2) 顧問不在時の練習について，実施方法や活動内容等について学校全体で共通理解を

図り，校内の救急体制の確立とその徹底が必要である。

２ 未然防止のポイント

(1) 部員の健康状態の把握

・ 指導者は事故の未 然防止のため，担任，養護教諭等との連携を図り，部員の心

身の健康状態を把握しておく。

(2) 安全指導の充実

・ 指導者の観察だけでなく，部員に自分の身体は自分で守るという意識を持たせ，

準備運動時に体調の自己チェックを行わせる。

・ 自己の体調管理及び体調が悪化したときの対処法を指導しておく。

(3) 指導体制の確立

・ 部活動は原則とし て指導者がついて活動することとするが，やむを得ず指導者

が活動に遅れる場合や，途中で活 動の場を離れる場合は，他の部の指導者に監督

を依頼して，安全に自主的に活動できる練習内容を明確に指示したりする。また，

練習を中止するなど適切な措置をとる。

・ 部内における目標 を明確にし，年間・期間・週間・一日の計画を立案し，無理

のない活動計画を作成する。

(4) 施設・設備の安全点検

・ 定期的に施設・設備の安全点検の励行を図る。

(5) 緊急時における学校体制の確立

・ 突発的な怪我や事故が起こった場合の措置について確認しておく。

・ 緊急な場合に連絡 する医療機関の所在及び電話番号，全校生徒の保護者の緊急

連絡先を職員の誰もがすぐわかるようにしておく。

３ 緊急対応のポイント

事故発生

・ 大出血はないか ，意識はあるか， 呼吸はあるか，血液 循環

傷 病 者 の 容 はあるかなど全身の状態を確認し，可能な応急処置を施す。

態の把握 ・ 救急車を要請し ，周囲にいた部員 から事故の状況につ いて

聞き取っておく。

・ 救急車には，教 職員が同乗し，病 院で医師からの傷病 の状

況，診断，治療等を聞き管理職に報告する。

・ 保護者に連絡を 行い，事故への対 応の経過や本人の状 態や

搬送先等を伝える。

・ 保護者が到着し ても，校長の指示 があるまでは生徒に 付き

添う。

練 習 の 継 続・ ・ 他の部員の不安 を取り除き，経過 について説明して混 乱を

中止の判断 招くことがないように配慮する。

・ 事故の状況によっては，練習を中止する。

・ 管理職は，教育委員会に事故の状況報告を行う。

事 後 の 対 応 ・ 管理職と担任等 は，速やかに受傷 した部員を見舞い， 保護

と措置 者に状況を詳しく説明する。

・ 管理職は，情報 を整理して事故発 生時の状況，発生直 後の

対応等 事故の経緯につ いて記録し，教育 委員会及び独立行 政

法人日 本スポーツ振興 センターへの報告 書を作成するとと も

に今後の再発防止に取り組む。

・ 情報の混乱を避 けるため，関係機 関や報道機関等への 対応

は，管理職が行い窓口を一本化する。
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Ⅵ 交通事故

登校中の 中学生が，歩行者用信号が青になり横断歩道を渡っていたとき，信 号無

視の自動車にはねられ，頭を強く打ち意識不明の重体になった。

１ 事例の分析と課題

(1) 登校中の事故であり，学校側の迅速な対応が求められる。

(2) 事故に遭った生徒はもちろん，事故を目撃した生徒も動揺は大きい。心を落ち着か

せるための対応（ 心のケア） が求められる。

２ 未然防止のポイント

(1) 交通安全教育の推進

・ 学校は，生徒の心身の発達段階や地域の実情に応じて交通安全教育を実施する。

・ 学級活動や学校行 事及び関連教科等を中心に，学校の教育活動全体を通じて計

画的・組織的な交通安全教育の充実を図る。

(2) 通学路の点検・校区の危険箇所の確認と指導

・ 学校は，ＰＴＡな ど地域と協力して定期的に通学路の点検を実施し，危険箇所

の把握に努める。

・ 危険箇所を把握（通学路の交差点状況，横断歩道，工事箇所，河川等）したら，

速やかに道路管理者等へ改善の要 望を行う。併せて，教職員や保護者に危険箇所

を周知するとともに，生徒への安 全指導の徹底，保護者への協力依頼，警察等の

関係機関への協力依頼等，組織的，計画的，継続的に安全対策に努める。

(3) 教職員の緊急体制の確立

・ 事故が発生した場 合に備え，教職員の役割分担を定め，緊急時の対応について

全員が理解しておく。

・ 学校連絡網，関係 諸機関，保護者等への連絡先が，教職員の誰にでもわかるよ

うに一覧表を作成しておく。

３ 緊急対応のポイント

事故発生

・ 事故発生の連絡 を受けた教職員は ，直ちに救急車の手 配の
救助の要請 有無を確認する。

・ 警察についても，事故通報が行われているか確認を行う。

・ 管理職は，複数 の教職員に，名簿 ，携帯電話等を持っ て現
情報収集 場に向かうよう指示する。

・ 学校においては，事故対応用に電話を１回線確保する。

【救急車が到着していない場合】
・ 現場に到着した 教職員は，手分け をして応急処置や現 場に

いる他の生徒の安全確保を行う。
・ 負傷者が多数で 混乱している場合 は，付近の住民に応 援を

要請する。
応急処置

【救急車が到着していた場合】
・ 教職員は，救急車に同乗する。
・ 救急車が既に出 た後であれば，消 防署に連絡を取り搬 送先

の医療機関を確認する。

・ 被害に遭った生 徒の氏名，負傷状 況，搬送先の医療機 関を
状 況 把 握 及 確認し，付添者及び連絡者を決めて学校に報告する。
び 学 校 へ の ・ 現場に残った教 職員は，警察によ る現場検証に立ち会 い，
連絡 事故の状況把握に努める。

・ 学校で待機して いる教職員は，現 場の報告に基づいて ，保
保 護 者 へ の 連 護者に 事故の発生，負傷 状況，搬送され た医療機関名を正 確
絡 に伝える。

・ 管理職は，事故 の概要について， 教育委員会に第一報 を入
事 後 の 措 置 れると ともに，詳細が分 かり次第，事故 後の交通安全指導 も
と対応 含めて報告する。

・ 管理職と担任は ，速やかに被害に あった生徒を見舞い ，保
護者に事故の状況を説明する。

・ 事故を目撃した 生徒には，動揺を 緩和するためのカウ ンセ
リング等，心のケアを行う。

・ 全校集会を開き ，事故の概要を説 明し，生命の大切さ を説
くとともに，交通安全について再度指導を徹底する。
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第３章 健康被害

Ⅰ 感染症の発生 （※ 結 核等 。 新型 コロ ナウ イル ス感 染 症は ，別 途参 照と する ）

中 学 ２ 年生 の Ａ 男 は ， ９月 下 旬 よ り咳 等 を 訴 え 医療 機 関 を 受 診し た が 風 邪 と診 断

さ れ た 。 その 後 ， 市 販 薬 など で 症 状 を抑 え な が ら 通学 を 続 け て いた が ， １ ２ 月中 旬

に な っ て も咳 ， 息 切 れ ， 発熱 ， 体 重 減少 等 の 症 状 が続 く こ と か ら学 級 担 任 が 養護 教

諭 に相 談し ， 医療 機関 に再 受診 を 勧め たと ころ ，結 核と 診 断さ れた 。

１ 事例の分析と課題

(1 ) 症 状が 長期 間 継続 して い るこ とか ら， 結 核に 感染 して い るこ とも 考え られ る ので ，

早急 に医 療 機関 への 受診 を勧 める 必 要が ある 。

(2 ) 結 核と 診断 さ れた 場合 は ，保 健所 の指 導 の下 に今 後の 対 応が 求め られ るの で ，診 断

後 ，速 や か に 保 健 所に 連 絡 し ，指 導 と 協 力 を要 請 し て 感 染拡 大 防 止 を 最優 先 す る こ

と が大 切 で あ る 。 また ， 校 長 は， 医 師 の 指 示に よ り ， 出 席停 止 の 措 置 を講 じ な け れ

ばな らな い 。

(3 ) 結 核の 診断 ・ 調査 ・治 療 は長 期に わた る こと があ るの で ，転 校・ 卒業 後の 連 絡先 等

の把 握が 必 要と なる こと があ る。

２ 未然防止のポイント

(1) 生徒の健康管理

・ 教 職 員 は ， 日 ごろ か ら 生 徒の 健 康 観 察 に気 を 付 け ， 病状 が 激 し い 場合 や 症 状 が

長 期化 して い る場 合は ，養 護教 諭に 相 談す る。

・ 既 往症 等か らみ た 要観 察者 に 対し ，学 校内 外で の一 体 的な 健康 観察 を継 続 する 。

(2) 教職員の健康管理

・ 教 職員 は， 自身 が 発病 する と 集団 感染 させ る可 能性 が 非常 に高 いこ とを 自 覚し ，

毎 年の 定期 健 康診 断を 早い 時期 に必 ず 受診 し， 有症 状時 に は早 期に 受診 をす る。

(3) 保健指導の充実

・ 学 校 医 や 保 護 者と の 連 携 によ り ， 生 徒 に対 す る 保 健 指導 を 徹 底 し ，結 核 に 対 す

る 関心 を高 め ると とも に， 家庭 での 規 則正 しい 生活 を実 践 させ る。

(4) 情報収集・緊急対応時の体制の整備

・ 患者 発 生等 の情 報に つい て， 対 外的 な連 絡窓 口を 一 本化 する 。

・ 保 護 者 に 対 し ，生 徒 が 伝 染性 の 疾 患 に かか っ た と 判 明し た 場 合 は ，早 急 に 学 校

に 連絡 する こ とを 徹底 する 。

３ 緊急対応のポイント

感染症の発生

・ 担任 が 相 談 を受 け た 場合 ， 養 護教 諭 に 相談 し ， 医療 機 関 へ
医 療 機 関 へ の の受 診を 勧め ， 保護 者に 連絡 する 。

受診 の勧 め ・ 医 療機 関 へ の受 診 を 勧め る 場 合， 不 安 を与 え 過 ぎな い よ う
気を つけ る。

・ 生徒 が 結 核 と診 断 さ れた 場 合 ，学 校 は 速や か に 教育 委 員 会
関 係 機 関 等 へ に発 生 の 報 告を 行 う とと も に ， 学校 医 及 び所 轄 の 保健 所 に 連

の連 絡 絡し ，今 後の 対 応に つい て指 示を 求 める 。

・ 結核 と 判 断 され た 生 徒の 過 去 の出 欠 状 況や 欠 席 理由 の 把 握
情報 収集 に努 める 。

・ 他の 生 徒 や 教職 員 の 中に 感 染 した 者 が いな い か ，日 ご ろ の
健康 観察 等で 健 康状 態を 把握 する 。

・ 学校 は 保 健 所が 設 置 する 「 対 策委 員 会 」に 加 わ るほ か ， 定

保 健 所 と の 連 期外 健康 診断 が 実施 され る場 合は 保 健所 に協 力す る。
携 ・ 学 校は 結 核 と診 断 さ れた 生 徒 以外 の 生 徒に つ い ては 「 結 核

検診 問 診 票」 や 「健 康 観 察記 録 」， 教 職員 に つい て は，「 定 期
健康 診 断 受 診状 況 」 等の 資 料 を 整理 し ， 保健 所 の 調査 活 動 に
備え る。

・ 管 理職 は ，教 育委 員会 に状 況報 告 を行 う。
事 後 の 対 応 と ・ 保 健所 か らの 要請 で，定期 外健 康 診断 が実 施さ れる 場合 は ，
措置 該当 の 生 徒 の保 護 者 に対 し て 文 書で 協 力 を依 頼 し ，必 要 に 応

じて 保護 者説 明 会を 開く 。
・ その 際 ， 結 核と 判 断 され た 生 徒が い じ めの 対 象 にな ら な い

よう ，当 該生 徒 の人 権や プラ イバ シ ーに 十分 配慮 する 。
・ 学校 保 健 法 施行 令 第 ５条 ， 規 則第 ２ ０ 条に 基 づ き病 状 に よ

り学 校 医 ， その 他 の 医師 に お い て伝 染 の おそ れ が ない と 認 め
るま で出 席停 止 の指 示を 行う 。

・ 情報 の 混 乱 を避 け る ため ， 関 係機 関 や 報道 機 関 等へ の 対 応
は， 管理 職が 行 い窓 口を 一本 化す る 。
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Ⅱ 給食による食中毒

第 一 鹿 屋中 学 校 に お い て， 多 数 の 保護 者 か ら ， 嘔吐 ・ 発 熱 ・ 下痢 等 の 症 状 によ る

欠 席 連 絡 が相 次 ぎ ， 登 校 した 生 徒 の 中に も ， 朝 の 健康 観 察 時 で 同様 の 症 状 を 訴え る

生 徒 が 見 られ ， 早 退 者 も 続出 し た 。 その 後 ， 症 状 を訴 え る 生 徒 を診 察 し た 医 師か ら

食 中毒 の疑 い があ ると の報 告が あ った 。

１ 事例の分析と課題

(1 ) 欠 席者 が数 多 く， また ， 欠席 理由 と健 康 観察 時の 生徒 の 訴え から 学校 給食 に よる 食

中毒 の疑 い が考 えら れる 。

(2 ) 学 校給 食に よ る食 中毒 は ，集 団的 ・突 発 的に 発生 する 場 合が 多い こと から ， 保健 所

等の 関係 機 関と 連携 を図 りな がら ， 学校 運営 に関 する 様 々な 対応 が必 要と なる 。

(3 ) 日 ごろ から ， 教職 員及 び 学校 給食 従事 者 に対 する 衛生 管 理の 徹底 を図 ると と もに ，

生徒 に対 す る衛 生指 導を 充実 する 。

２ 未然防止のポイント

(1) 衛生管理体制の確立

・ 管 理 職 は ， 衛 生管 理 責 任 者（ 学 校 栄 養 職員 ， 不 在 校 につ い て は 調 理主 任 等 ） に

衛 生 管 理 を 徹底 さ せ る と とも に ， 作 業 工程 表 を 作 成 さ せ， 調 理 ， 配缶 ， 配 送 を 適

正 に実 施さ せ る。

・ 学 校 栄 養 職 員 ，給 食 調 理 職員 の 業 務 別 研修 を 実 施 し ，実 践 的 衛 生 教育 を 積 極 的

に 指導 し， 衛 生管 理に 関す る具 体的 知 識を 身に つけ させ る 。

(2) 連絡網の整備

・ 管 理 職 は ， 給 食に よ る 食 中毒 の 発 生 が ，学 校 の 休 業 日や 夜 間 に 発 生す る 可 能 性

も 考 慮 し ， 保護 者 に 緊 急 時の 学 校 へ の 連絡 方 法 を 周 知 する と と も に， 学 校 か ら 保

護 者へ の緊 急 連絡 網を 整備 し， 情報 提 供に 万全 を期 す。

(3) 日常の健康管理の充実

・ 担 任 ， 養 護 教 諭は ， 日 ご ろか ら 生 徒 の 欠席 状 況 ・ 健 康状 態 を 記 録 ・整 備 す る と

と もに ， 生 徒 に 対 して は ， 異 常が あ っ た 場 合は 速 や か に 教職 員 や 保 護 者に 知 ら せ る

よう 指導 す る。

・ 保護 者 には ，速 やか な欠 席連 絡 を行 うよ う徹 底を 図 る。

３ 緊急対応のポイント

食 中毒 発生

早期 発見 ・ 担 任 ， 養 護 教 諭 は ， 生 徒 の 欠 席 状況 の 変 化 に 注 意 を 払 い ，
異 常の 早期 発見 に努 める 。

情報 収集 ・ 担 任 は ， 出 席 生 徒 の 様 子 や 異 常 の訴 え ， 早 退 者 や 欠 席 者 の
状 況に つい て把 握す る。

・ 症 状 の あ る 生 徒 に つ い て は ， 速 やか に 医 療 機 関 で 受 診 し ，
生 徒 へ の 対 結 果を 学校 に連 絡す るよ う 保護 者に 依頼 する 。
応 ・ 健 康 な 生 徒 ， 症 状 の あ る 生 徒 と もに 精 神 的 動 揺 も 考 え ら れ

る の で ， 食 中 毒 の 正 しい 知 識 と 二 次 感 染 予 防 に つ い て 指 導 す
る 。

・ 入 院 や 欠 席 し て い る 生 徒 に つ い ては ， 担 任 等 が 病 院 や 家 庭
を 訪問 し， 見舞 いを する と とも に生 徒の 容態 を 確認 する 。

・ 管 理 職 は ， 速 や か に 教 育 委 員 会 に第 一 報 を 入 れ ， 学 校 医 ・
関 係 機 関 と 保 健 所 等 に 連 絡 し ， 当日 及 び 翌 日 以 降 の 学 校 運 営 （ 臨 時 休 校
の連 携 ・ 学 校 給 食 ・ プ ー ル 使用 ） に つ い て ， 必 要 に 応 じ 指 示 を 求 め

る 。
・ 管 理 職 は ， 対 策 委 員 会 を 設 置 し ，学 校 ・ 家 庭 ・ 地 域 及 び 専

門 機関 が一 体と なっ て対 応 でき る体 制づ くり に 努め る。
・ 管 理 職 は ， 保 健 所 ・ 教 育 委 員 会 が行 う 検 査 や 調 査 に つ い て

全 面 的 に 協 力 し ， 立 ち入 り 検 査 が あ る 場 合 は ， 担 当 責 任 者 を
定 めて 的確 に対 応す る。

・ 管理 職は ，教 育委 員 会に 状況 報告 を行 う。
事 後 の 対 応 ・ Ｐ Ｔ Ａ 役 員 会 ， 保 護 者 説 明 会 等 を設 け ， 保 護 者 に 対 し て 状
と措 置 況 を 説 明 し ， 生 徒 の 健康 調 査 ・ 検 便 ・ 喫 食 調 査 等 へ の 協 力 を

依 頼す る。
・ 緊 急 の 全 校 集 会 を 開 き ， 生 徒 に 対し て 発 生 状 況 を 知 ら せ ，

食 中 毒 の 正 し い 知 識 ，手 洗 い の 励 行 ， 衛 生 習 慣 の 徹 底 等 の 健
康 管理 に関 する 指導 を行 う 。

・ 重 症 と な っ た 生 徒 に 対 し て は ， 登校 後 も 健 康 状 態 に 特 に 注
意 を払 う。

・ 生 徒 の 不 安 解 消 に 努 め ， 心 の ケ アが 必 要 な 生 徒 に は カ ウ ン
セ リン グ等 を行 う。

・ 罹 患 生 徒 が ， そ の こ と で い じ め に遭 わ な い よ う 配 慮 す る と
と もに ，心 のケ アに 努め る 。

・ 関係 機関 が行 う 食中 毒発 生 原因 の究 明に 協 力し ，原 因除 去 ，
再 発防 止に 努め る。

・ 情 報 の 混 乱 を 避 け る た め ， 関 係 機関 や 報 道 機 関 等 へ の 対 応
は ，管 理職 が行 い， 窓口 を 一本 化す る。

-
2
1
-



Ⅲ 給食の異物混入

第 一 鹿 屋中 学 校 に お い て， 校 長 が 給食 の 検 食 を しよ う と し て ，汁 か ら 異 臭 がす る

こ と に 気 づい た 。 給 食 は ，学 校 給 食 共同 調 理 場 か ら配 送 さ れ ， 保管 さ れ て い たも の

で あっ た。

１ 事例の分析と課題
(1 ) 異 臭の 原因 と して は， 通 常の 給食 に何 ら かの 形で 食べ 物 以外 の異 物が 混入 し たこ と

が考 えら れ る。

(2 ) 異 物混 入の 時 期と して は ，調 理中 ・配 送 前・ 配送 後が 考 えら れる 。共 同調 理 場や 関
係 学校 に 連 絡 す る とと も に ， 関係 機 関 と 連 携を 図 り な が ら， 学 校 運 営 に関 す る 様 々
な対 応が 必 要と なる 。

(3 ) 日 ごろ から ， 教職 員及 び 学校 給食 従事 者 に対 する 衛生 管 理の 徹底 を図 ると と もに ，
生徒 に対 す る指 導を 充実 する 。

２ 未然防止のポイント
(1) 危機管理体制の確立

・ 管理 職 は， 給食 での 異物 混入 を 想定 し， 校内 体制 を 確立 させ てお く。
・ 調 理 場 の 施 設 長は ， 調 理 場で の 異 物 混 入を 想 定 し ， その 原 因 等 を 分析 し た り 防

止 する 方法 に つい て， 日ご ろか ら注 意 を払 って おく 。
・ 学 校 栄 養 職 員 ，給 食 調 理 職員 の 研 修 に 異物 混 入 に 関 する 内 容 を 取 り入 れ ， 異 物

混 入対 策に 関 する 具体 的知 識を 習得 さ せる 。

(2) 連絡体制の整備
・ 異 物 混 入 の 判 明時 期 と し ては ， ① 配 送 前， ② 配 送 後 調理 場 で の 検 食時 ， ③ 各 学

校 で の 検 食 時， ④ 各 学 級 での 配 食 時 ， ⑤喫 食 時 等 が 考 えら れ る 。 それ ぞ れ の 判 明
時 期 に ど の よう に 対 応 す るか 想 定 し ， でき る だ け 早 急 に管 理 職 等 へ連 絡 で き る 体
制 を整 えて お く。

(3) 検食の事前実施の徹底
・ 各 学 校 に お い て， 責 任 者 （校 長 等 ） が 生徒 の 食 事 前 に検 食 を 行 い ，そ の 結 果 を

記 録す るよ う 徹底 する 。

(4) 調理場での日常点検の徹底
・ 食材 の 納入 時の 立ち 会い 及び 検 収を 徹底 する 。
・ 調 理 過 程 で の 異物 混 入 を 防止 す る た め ，使 用 す る 機 械・ 機 具 類 ， ビニ ー ル 袋 の

切 片 等 の 使 用前 ・ 後 の 点 検を 実 施 し て 結果 を 記 録 し ， 異物 混 入 が 起き な い よ う 最
善 を 尽 く す 。ま た ， 食 中 毒予 防 の 観 点 から も 日 常 の 衛 生管 理 を 徹 底し ， 害 虫 ・ 頭
髪 等の 混入 に つい て予 防す る。

・ 調理 後 配送 まで の管 理を 徹底 す る。

(5) 学校における検収及び管理
・ 学 校 へ の 直 送 納物 品 に つ いて は ， 検 収 を行 っ た 後 ， 保存 食 （ － ２ ０℃ 以 下 ， ２

週 間） を取 っ てお く。
・ 配膳 室 等保 管場 所の 衛生 につ い て十 分配 慮し ，施 錠 でき る構 造と する 。
・ 教 室 前 に 配 膳 車を 長 時 間 放置 し な い 等 ，配 膳 室 か ら 給食 時 間 の 配 食ま で の 管 理

を 徹底 する

３ 緊急対応のポイント

異 物混 入

早期 発見 ・ 管 理 職 は ， 日 ご ろ か ら 検 食 を 確 実に 行 い ， 異 味 異 臭 な ど 給
食 異常 の早 期発 見に 努め る 。

・ 異 物 混 入 が 判 明 し た 場 合 ， 早 急 に全 職 員 に 周 知 し ， 給 食 を
情報 収集 中 止さ せ， 全校 給食 分に 対 し異 物混 入の 有無 を 確認 する 。

・ 異 物 発 見 時 の 状 況 及 び 発 生 直 後 の対 応 等 を 記 録 に 残 し ， 学
校 全体 の状 況を 取り まと め る。

・ 共同 調理 場に 連絡 を 取り ，他 の関 係学 校の 情 報を 集め る。

生 徒 へ の 対 ・ いた ずら に生 徒の 不 安を 助長 しな いよ う， 冷 静に 対応 する 。
応

・ 管 理 職 は ， 共 同 調 理 場 に 連 絡 す る。 連 絡 を 受 け た 共 同 調 理
関 係 機 関 と 場 は ， 異 物 混 入 が 発 見さ れ た 学 校 以 外 の 各 学 校 に 早 急 に 連 絡
の連 携 を 取り ，給 食の 中止 及び 事 実確 認を 依頼 する 。

・ 管 理 職 は ， 速 や か に 教 育 委 員 会 に第 一 報 を 入 れ ， 必 要 に 応
じ て学 校医 ・学 校薬 剤師 の 指示 を求 める 。

・ 異 物 の 状 況 に 応 じ て は ， 現 場 を その ま ま に し て ， 保 健 所 や
警 察等 関係 機関 に報 告し ， 指示 を受 ける 。

・ 共 同 調 理 場 は ， 全 て の 学 校 で の 状況 を 取 り ま と め ， 教 育 委
員 会 に 報 告 し ， 教 育 委員 会 や 保 健 所 の 指 導 助 言 を 受 け な が ら
当 日及 び翌 日か らの 対応 を 決定 する 。

・ 管 理 職 は ， 保 健 所 ・ 警 察 ・ 教 育 委員 会 が 行 う 検 査 や 調 査 に
つ い て 全 面 的 に 協 力 し， 立 ち 入 り 検 査 が あ る 場 合 は ， 担 当 責
任 者を 定め て的 確に 対応 す る。

・ Ｐ Ｔ Ａ 役 員 会 ， 保 護 者 説 明 会 等 を設 け ， 保 護 者 に 対 し ， 異
事 後 の 対 応 物 混入 の状 況等 につ いて 説 明を 行う 。
と措 置 ・ 必 要 に 応 じ て ， 生 徒 に 対 し て 緊 急の 全 校 集 会 を 開 き ， 発 生

状 況を 知ら せる とと もに ， 再発 防止 の指 導を 行 う。
・ 生 徒 の 不 安 解 消 に 努 め ， 心 の ケ アが 必 要 な 生 徒 に は カ ウ ン

セ リン グ等 を行 う。
・ 共 同 調 理 場 に お い て は ， 作 業 工 程表 や 作 業 動 線 図 等 種 々 の

記 録 を も と に 原 因 の 特定 に 努 め ， 結 果 ， 調 理 作 業 中 に 起 因 す
る もの と特 定さ れた 場合 ， 再発 防止 策を 検討 す る。

・ 情 報 の 混 乱 を 避 け る た め ， 関 係 機関 や 報 道 機 関 と の 対 応 は
管 理職 が当 たり ，窓 口を 一 本化 する 。

-
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Ⅳ 飲料水の汚染

第 一 鹿 屋中 学 校 の 養 護 教諭 が ， 朝 の日 常 点 検 で ，水 道 水 の 遊 離残 量 塩 素 測 定を 行

う た め ， 水を 採 取 し た と ころ ， 水 の 濁り と 色 の 異 常が み ら れ ， にお い ， 味 に もわ ず

か な異 常が 認 めら れた ため ，直 ち にそ の旨 を校 長に 報告 し た。

水道 水は ， 毎日 ，給 食の 調理 や 食材 ・食 器の 洗浄 ，飲 料 水と して 使用 して いる 。

１ 事例の分析と課題

(1 ) 学 校 の 飲料 水 は， 学 校の 責 任に お いて 管 理し ，「学 校 環境 衛 生基 準 」に 基 づい て 点

検 を実 施 す る こ と にな っ て い る。 特 に ， 飲 料水 に つ い て は生 徒 が 直 接 口に す る も の

で ある こ と ， 飲 料 水が 原 因 と なる 疾 病 は 集 団的 に 発 生 す るこ と ， さ ら に生 命 に か か

わる 場合 も ある こと から ，異 常が 生 じた 場合 には 迅速 な 対応 が求 めら れる 。

(2 ) 汚 染原 因と し て， 学校 施 設で ある 受水 槽 ・高 置水 槽の 衛 生管 理や 異物 の混 入 等が 考

え られ る の で ， 日 ごろ か ら 施 設設 備 の 点 検 整備 に 留 意 し ，安 全 管 理 に 努め る こ と が

大切 であ る 。

(3 ) 市 町村 等の 水 道事 業体 か ら， 学校 施設 で ある 受水 槽ま で の経 路の 途中 で異 物 が混 入

した 可 能性 も考 えら れ るの で， 関 係機 関と 連携 を図 り， 対 策を 協議 する 必要 が ある 。

(4 ) 学校 薬剤 師及 び 関係 機関 の指 導・ 助 言を 得て 対処 する こと が 大切 であ る。

２ 未然防止のポイント

(1) 日常点検の徹底

・ 養 護 教 諭 や 衛 生管 理 責 任 者に よ る 日 ご ろの 水 質 点 検 ・管 理 を 徹 底 し， 点 検 後 は

記 録に 残し ， 保存 する 。管 理者 は必 ず その 記録 に目 を通 す 。

(2) 定期検査の実施

・ 飲 料水 の定 期水 質 検査 は， 毎 学年 １回 （水 道水 以外 の 井戸 水等 につ いて は ２回 ）

行 う。

・ 簡 易専 用水 道等 の 受水 槽に つ いて は， １年 以内 ごと に １回 定期 的な 清掃 を 行う 。

・ 受 水槽 や高 置水 槽 ，蛇 口等 の 施設 設備 の点 検（ 施錠 ， 故障 ，清 潔等 に留 意 ）は ，

定 期 水 質 検 査時 に あ わ せ て行 い ， そ れ に伴 う 修 繕 等 適 切な 措 置 を 講じ る 。 点 検 結

果 は記 録し 保 存し てお く。

(3) 飲料水の異常の早期発見

・ 教 職 員 及 び 生 徒に は ， 平 素か ら ， 飲 料 水の 色 ， 濁 り ，臭 気 ， 味 等 につ い て 関 心

を も た せ ， 万一 異 常 を 発 見し た と き に は， 直 ち に 使 用 を中 止 し て 報告 す る よ う に

周 知し てお く 。

３ 緊急対応のポイント

飲料 水の 汚染 発生

・ 管 理 職 は ， 直 ち に 水 道 水 の 使 用 を禁 止 し ， そ の 事 を 全 校 に
安全 確保 徹 底さ せる よう に指 示す る 。

・ 給 食 の 中 止 ， あ る い は 献 立 変 更 につ い て ， 対 応 策 を 検 討 す
る 。

状況 把握 ・ 水 道 水 を 飲 用 し た 生 徒 及 び 教 職 員に つ い て ， 体 調 の 異 常 を
訴 える 者の 有無 とそ の症 状 や程 度を 調べ る。

・ 受 水 槽 や 配 管 等 の 施 設 設 備 の 点 検を 行 う と と も に ， 業 者 に
施 設 設 備 の 点 検を 依頼 する 。
点検 ・ 全 て の 水 道 水 を 採 取 し て 観 察 し ，採 取 し た 場 所 と 時 間 を 明

記 して 保管 する 。

体 調 不 良 を ・ 養 護 教 諭 に よ る 個 別 の 問 診 や 調 査を 行 い ， 必 要 に よ り 学 校
訴 え た 生 徒 医 の診 察を 受け させ ，そ の 判断 ・指 導に 従う 。
等へ の対 応

・ 水質 に異 常が 発 生し たこ と 及び 学校 の対 応 につ いて 知ら せ ，
保 護 者 へ の 理 解と 協力 を求 める 。
連絡 ・ 体調 不良 を訴 え た生 徒の 保護 者 に， 経過 報 告及 び養 護教 諭 ，

学 校医 によ る問 診状 況を 報 告す る。

・ 管 理 職 は ， 状 況 を 教 育 委 員 会 ， 保健 所 ， 水 道 事 業 体 ， 学 校
関 係 機 関 と 医 ，学 校薬 剤師 に連 絡し ， 今後 の対 応に つい て の助 言を 得る 。
の連 携 ・ 学校 薬剤 師に 検査 を 依頼 する 。

・ 必要 があ れば ，飲 料 水を 確保 する ため の措 置 を依 頼す る。

・ 緊 急 対 応 策 と し て ， 授 業 を 中 止 し， 全 校 生 徒 を 下 校 さ せ る
事 後 の 対 応 措 置を 取る こと も考 える 。
と措 置 ・ 必 要 に 応 じ ， Ｐ Ｔ Ａ 役 員 会 ， 保 護者 説 明 会 等 を 設 け ， 保 護

者 に対 し， 状況 等に つい て 説明 を行 う。
・ 学 校 に よ っ て は ， 給 食 調 理 場 へ の給 水 経 路 は 別 経 路 に な っ

て い る 場 合 も あ る の で， 平 素 か ら 給 水 経 路 を 確 認 し て お き ，
実 情に 応じ た適 切な 措置 を 図る 。

・ 情 報 の 混 乱 を 避 け る た め ， 関 係 機関 や 報 道 機 関 等 へ の 対 応
は ，管 理職 が行 い， 窓口 を 一本 化す る。

-
2
3
-



アレルギー疾患により，緊急の対応を要する症状が現れることがあります。特に，アナフィラ

キシーは非常に短時間のうちに重篤な状態に至ることがあり，迅速かつ適切な対応が求められま

す。いざというときに，誰が発見者になった場合でも適切な対応がとれるようにするため，エピ

ペンの使い方など，日頃から実践的な研修や訓練を実施し，学校全体として取り組む体制を構築

する必要があります。

Ⅴ アナフィラキシー発症時の緊急対応
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Ⅵ 熱中症発症時の緊急対応 （日本スポーツ振興センターパンフより）

-
2
5
-



Ⅶ 心停止の救命措置について

-
2
6
-



登下校時の場合等は，地震発生で津波の危険が無い場合の判断です。
もし，津波の危険性がある場合は，できるだけ高い場所へ各自で避難すること【 緊急事態発生時の対応 】

【 事後の対応等 】

震度５弱以上の地震発生 （生徒が学校にいる場合）

被害状況はどうか

チェック１

チェック２

対応１

対応２

校庭に避難

＜電話・メール等の連絡が，可能の場合＞
・災害の状況を把握し，学校に留まらせるか，帰宅させるか（引取り）を校長が決定

・保護者や隼人支援センター等の関係機関に緊急連絡

■帰宅の場合 ①体調不良の生徒等……保護者に引取りを依頼（引取調査票で確認，中学生以上は引取者として認める）
※ 交通機関等の乱れで引取りが遅れる場合は，学校に留め置く。

②他の中学生―地域の安全を確認しながら集団下校（教員は，付添いを行う）

■学校に留め置く場合 関係機関との連携を密に，危険が回避され安全が確認されるまでは，継続。その後，帰宅へ

対応３

＜電話・メール等の連絡が，不可能な場合＞
・災害の状況を把握し，学校に留まらせるか，帰宅させるか（引取り）を校長が決定
・校区内に拡声器等を用いて，引取りの伝達を行う。
・保護者の引取りが終わるまで，生徒は学校に留め置く。

※ 電話・メール等の連絡が可能になった時点で、保護者に生徒の安否情報と引取りの連絡

対応４

＜事後の対応や措置＞
□ 通学路を含め学区内等の被害状況の確認 □ 情報の整理と提供

□ 授業再開への準備 □ 生徒の心のケア □ 保護者への説明等 □ 諸課題への対応策検討
□ 報告書の作成・提出 □ 周辺地域との情報の共有化（甚大な被害が発生した場合）

・おさない
・かけない
・しゃべらない
・なかまからはなれない
・もどらない
・ちかづかない

天候によっては
校舎内待機

□生徒の安全確保

□施設設備の被害
・校舎等の倒壊
・放送設備等

□ 頭部保護 □ 出口確保
□ 不安緩和

□ 点呼
（全生徒，全職員）

□ 安否報告
□ 全員避難確認

□ 全員避難できていない 担任等が校舎内外で安否確認

□ 負傷者がいた 養護教諭等による応急手当・医療機関へ搬送

生徒の安否確認

＜登下校時の場合＞

① 自宅か学校，いずれか近い方に
避難する。
② 自宅が倒壊等の場合は，学校に
避難する。
③ 公園や交番，子ども１１０番の
家・店などに避難し，周囲の大人に
助けを求める。
④ 帰宅等した場合は，できるだけ
早く学校に連絡をする。
⑤ 登校は，必ず学校からの連絡を
受けた後，できるだけ複数で慎重に
登校を行う。

※電話等不通の場合は，自宅で待機，

登下校時の場合

＜登校前の場合＞

① 自宅で待機する。
② 登校は，必ず学校からの連絡を
受けた後，できるだけ複数で慎重に

登校を行う。

※被害が甚大な場合は，臨時休業日
の措置を行う。
※電話等不通の場合は，自宅で待機

登校前の場合

災害時における対応マニュアル （校内掲示用） 第一鹿屋中学校

第一鹿屋中の標高は ７０ｍ００
第一鹿屋中校舎屋上は ８５ｍ５０
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